
応募締切

お問合せ
［⼤阪製ブランド認定事業事務局］
〒577-0011�⼤阪府東⼤阪市荒本北1-4-17クリエイション・コア東⼤阪北館1階
公益財団法⼈⼤阪産業局�MOBIO事業部
TEL：06-6748-1054�����FA�X：06-6748-1062

令和 年6 ⽉ ⽇(⾦)�17:00必着6 28

「⼤阪製ブランド認定製品」募集中

第12回�令和6年度⼤阪製ブランド認定制度

HP X（旧Twitter） Instagram



認定製品への
⼤阪製ブランドロゴマークの使⽤

百貨店や商業施設などでの展⽰・販売を通じた
プロモーション⽀援

⼤阪府等によるプ�レスリリ�ース�、ホ�ー�ム�ペ�ー�ジへの掲載、
SNS、パンフレット等による情報発信

⼤阪府関係施策などへの推薦
（広報誌での紹介、イベント・催事での製品紹介等）

1 ⼜は 2 及び 3 から

1

2

3

4

5

1

2

3

4

⼤阪製ブランドを募集します

⼤阪製ブランドとは
⼤阪府では、府内ものづくり中⼩企業の優れた技術に裏打ちされた創造⼒にあふれる製品を「⼤阪
製ブランド」として知事が認定し、⼤阪のものづくりのブランドイメージを⾼めるとともに、⾃社
製品開発を促進しています。認定製品は、⼤阪府及び公益財団法⼈�⼤阪産業局をはじめ、様々な⽀
援機関等が実施するプロモーション活動によって、国内外に情報発信します。

認定のメリット

応募資格
下記 5 全てに該当すること

⼤阪府内に本社及び製造拠点（⾃社⼯場⼜は協⼒⼯場）を有する中⼩企業（個⼈事業主も可）であること。

複数の企業で応募される場合は、国内で法⼈格を有する団体であること。※

府税に係る徴収⾦の未納がないこと。

消費税及び地⽅消費税の未納がないこと。

⼤阪府・⼤阪産業局等が実施するプロモーション活動等に積極的に参加・協⼒できること。

※法⼈格を有しない団体・グループ等で応募される場合は、申請書のほか別途書類を提出していただきます。

対象製品
消�費�財（�⼀�般�消�費�者�を�対�象�として�販�売�する�最�終�製�品�）で�あ�る�こと（�⾷�品�を�除�く�）。

応募企業が設計・製造した製品で製造拠点（⾃社以外の協⼒⼯場でも可）が原則⼤阪府内にあること。
また、申請者が⾃社名で販売する製品であること。

応募時点で販売可能な製品であること。

他の特許・意匠等を侵害していないこと。また、係争中でないこと。

※1事業年度につき、1社2製品まで応募を受け付けます。過年度に⼤阪製ブランドの認定を受けている企業も応募が可能です。
※サイズ違いやカラーバリエーション、シリーズ展開がある製品については、原則⽤途が同⼀のものを1製品とみなします。

募集要項・申請書はこちら
https://osaka-sei.m-osaka.com/contact/

https://osaka-sei.m-osaka.com/contact/

